
函館市生活支援 介護予防体制整備推進協議会設置要綱  

 

目的  

第 条 介護保険法第 条 第 項第 号 規定 事業を実

施 あ ，市 中心 っ ，地域 生活支援 介護予防サ

ビ 等を担う事業主体 連携 ，多様 日常生活 支援体制

充実 強化を図 を目的 ，函館市生活支援 介護予防体

制整備推進協議会 以 協議会 いう。 を設置 。 

協議事項  

第 条 協議会 ， 掲 事項を協議 。 

(1) 地域資源 び地域ニ 把握  

(「) 資源開発  

  地域 不足 サ ビ 支援 創出  

  サ ビ 支援 担い手 養成  

ウ 元気 高齢者 担い手 活動 場 確保 

(」) ネッ ワ 構築 

  関係者間 情報共  

  サ ビ 提供主体間 連携 体制 く  

(4) ニ 組 マッチン  

  地域 支援ニ サ ビ 提供主体 活動 マッチン  

  サ ビ 提供主体 活動ニ 活用可能 地域資源 マッ

チン  

組織  

第 条 協議会 ，委員 人以内を っ 組織 。 

 委員 ， 掲 者 う 市長 指定 。 

(1) 学識経験者 

(「) 地域包括支援 ンタ 関係者 

(」) 特定非営利法人，社会福祉法人，社会福祉協議会，地縁組織，協

組合，ボラン 団体，介護サ ビ 事業者，シルバ 人材
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ンタ 等 ，生活支援 介護予防サ ビ を提供 事業主体 関

係者 

(4) 函館市生活支援 介護予防体制整備事業 託法人 所属 生

活支援コ ネ タ  

(5) 前号 掲 者 ほ ，市長 必要 認 者 

 委員 任期等  

第 条 委員 任期 以内 。 ，委員 場合

補 委員 任期 ，前任者 残任期間 。 

 委員 ，再任 。 

会長等  

第 条 協議会 会長 ，委員 互選 を定 。 

 会長 ，協議会 事務を総理 ，協議会を代表 。 

 会長 事故 あ ，あ 会長 指 委員 ，副会

長 そ 職務を代理 。 

 会議  

第 条 協議会 会議 ，会長 招集 。 

 会長 ，協議会 会議 議長 。 

 協議会 会議 ，委員 半数以 出席 開く

い。 

 協議会 議事 ，出席委員 過半数を っ 決 ，可否 数 時 ，

会長 決 。 

 会長 ，必要 あ 認 ，協議会 会議 委員以外 者

出席を求 ，そ 意見 説明を聴く 。 

 個人情報等 保護  

第 条 協議会 委員 び会議 出席を求 者 ，職務

会議を通 知 得 個人情報等を他 漏 い。 ，

委員を退い 後 様 。 

 庶務  

第 条 協議会 庶務 ，保健福祉部 い 処理 。 



 補則  

第 条 要綱 定 ほ ，協議会 運営 関 必要 事項

，会長 協議会 諮っ 定 。 

   附 則   

 要綱 ， 成 日 施行  

 

 

 


